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第50回社労士試験【択一式】 労災法　問7-Dの

〔RU1872 3 p.60〕 

＜第 3 回 択一式 労災法 問 4-Ｅ＞ 

Ｅ  労働安全衛生法に規定する事業者は、二次健康診
 断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施の

日から 3 箇月以内に、当該二次健康診断の結果を証

 明する書面の提出を受け たときは、二次健康診断の

 結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために

必要な措置について、医師の意見を聴かなければな

らない。

（○）

第５０回 社労士試験 問題

〔択一式〕 労災法 【問 7-Ｄ】 

Ｄ 二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健

康診断の実施の日から 3 か月以内にその結果を証

明する書面の提出を受けた事業者は、二次健康診

断の結果に基づき、当該健康診断項目に異常の所

見があると診断された労働者につき、当該労働者

の健康を保持するために必要な措置について、医

師の意見をきかなければならない。 

（○）




